
福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金及び福島県創業促進・企業誘致

に向けた設備投資等支援補助金により取得しまたは効用の増加した財産の処分

等の取扱いについて 

福島県産業振興課 

（制 定）令和８年４月１日付け ８産第２３号  

 

福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金交付要綱第２２条及び福島県

創業促進・企業誘致に向けた設備投資等支援補助金第２２条に定める財産の処

分についての取扱いは以下のとおりとする。 

 

１ 基本的考え方 

（１）福島県補助金等の交付等に関する規則 （和和４年年福島県規則第１７号号）

第１８条の趣旨を勘案すれば、福島県原子力被災事業者事業再開等支援補

助金及び福島県創業促進・企業誘致に向けた設備投資等支援補助金（以下

「当該補助金」という。）により取得し、または効用の増加した財産につい

ては、当該補助金の交付の対象となる事務または事業（以下「補助事業等」

という。）に供することが原則であり、その処分については慎重な対応を要

する。 

（２）しかしながら、当該補助金においては、社会経済情勢の変化や補助事業者

自身における事情の変更により、処分制限財産の補助金等の交付の目的に

反する使用、譲渡、交換、貸付け、担保に供する処分その他の処分（以下「財

産処分」という。）をすることについて、承認をした方が当該補助金の交付

目的に資する、または処分制限財産の有効活用に寄与すると認められる場

合がある。このため、福島県知事が財産処分の承認をするための基準等の取

扱いを定めることとする。 

 

２ 財産処分の定義 

（１）本取扱いで定める財産処分の定義は、以下のとおりである。 

転用：処分制限財産の所有者の変更を伴わない目的外使用。 

譲渡：処分制限財産の所有者の変更。 

交換：処分制限財産と他人の所有する他の財産との交換。 

貸付け：処分制限財産の所有者の変更を伴わない使用者の変更。 

担保に供する処分：処分制限財産に対する抵当権その他の担保権の設定。 

取壊し：処分制限財産（施設（土地を含む。以下同じ。）に限る。）の使用

を止め、取り壊すこと。 

廃棄：処分制限財産（設備に限る。）の使用を止め、廃棄処分すること。 

 



（２）なお、次に掲げる場合その他これらに準ずる場合には、当該補助金の交付

の目的に反しない使用として財産処分には該当せず、財産処分の手続を経

ることを要しないこととする。 

ア 業務時間外や休日等を利用して補助目的たる事業の遂行に支障を来さ

ない範囲で一時的に転用する場合、または処分制限財産（施設に限る。）

の一部（施設延べ床面積の概ね１７％を超えない範囲。ただし、１年７平

方メートルを上限とする。）について付帯設備の設置を行う場合その他当

該転用が極めて軽微であると認められる場合。 

イ 補助目的たる事業を遂行するために必要な、処分制限財産の機能の維

持、回復または強化を図るための改造を行う場合。 

ウ 補助事業の成果の全部または一部を商品化するために必要な技術開発

（試作品をもとに需要者の意見等を踏まえて商品化に向けた改良を行う

等、本格的に商業ベースでの生産を行う段階に入る直前までの段階を含

む。）、または当該補助金の交付決定の対象となった事業の目的を達成す

るために必要と認められる関連技術の開発（基礎研究、応用研究、実用化

研究等のいかなる段階にあるかを問わない。）に使用する場合。 

 

３ 財産処分の承認の基準について 

（１）補助事業者等からの財産処分の申請について承認をする場合には、本取扱

い４で定める金額を県に納付する旨の条件（以下、「納付条件」という。）を

付さなければならない。 

（２）ただし、知事が適当であると個別に認める場合※には、納付条件に代えて、

または納付条件と併せて、処分制限期間中に新たな財産処分を行う場合に

交付要綱に基づき知事の承認を得る旨の条件 （以下「再処分条件」という。）

を付すことができる。 

  ※「知事が適当であると個別に認める場合」の例は次のとおり。 

  【県への納付条件に代えて再処分条件を付すもの】 

   ・補助目的たる事業を第三者に遂行させるための譲渡等。 

    ・処分制限財産の故障・滅失（事業者の重過失である場合を除く）等に伴

い、同等品を購入し、更新する場合。（購入額が処分制限財産の残存簿価

相当額を下回る場合を除く） 

  【県への納付条件と併せて再処分条件を付すもの】 

   ・一時的な有償貸付け等 

（３）担保に供する処分の申請については、次のいずれかに該当する場合に限り、

担保権実行時に県に納付する旨の条件を付して承認することとする。 

  ア 申請に係る処分制限財産を取得し、またはその効用を増加させるため

に必要な資金を調達する場合（当該補助金の交付決定（または計画変更の



承認）において個別に認めるものに限る。）。 

  イ 資金繰りの悪化等により補助目的たる事業の継続が困難であると認め

られる場合。 

 

４ 県への納付額について 

（１）有償譲渡または有償貸付 

有償譲渡または有償貸付に係る県への納付額は、処分制限財産に係る補

助金額を上限として、譲渡額または貸付額（ただし、当該譲渡額または貸付

額が残存簿価相当額または鑑定評価を行った場合の鑑定評価額に比して著

しく低価である場合において、その理由を合理的に説明することができな

いときは、残存簿価相当額または鑑定評価額）に補助率（補助金交付額が事

業額に占める割合その他の適切な比率。以下同じ。）を乗じて得た額とする。 

ただし、土地に関する有償譲渡または有償貸付に係る県への納付金額は、

土地及び土地取得に要した経費にあっては、補助対象経費に補助率を乗じ

て得た額とする。 

（２）転用、無償譲渡、無償貸付、交換、取壊しまたは廃棄 

転用、無償譲渡、無償貸付、交換、取壊しまたは廃棄に係る県への納付金

額は、残存簿価相当額に補助率を乗じて得た額とする。ただし、鑑定評価を

行う場合には、鑑定評価額に補助率を乗じて得た額と前記の金額で高い方

とする。 

ただし、土地に関する転用、無償譲渡、無償貸付、交換、取壊しまたは廃

棄に係る県への納付金額は、土地及び土地取得に要した経費にあっては、補

助対象経費に補助率を乗じて得た額とする。 

（３）担保に供する処分 

担保権が実行に移された際に納付すべき県への納付金額は、 （１）におけ

る有償譲渡の場合と同じ額とする。 

 

年 承認申請等の特例について 

（１）県への納付に関する条件を付さない場合 

次に掲げる財産処分については、知事が認めた場合、県への納付に関する

条件を付さずに承認できるものとする。 

  ア 災害または火災により使用できなくなった場合もしくは立地上または

構造上危険な状態にある場合（補助事業者等の故意または重大な過失に

よらないものに限る。）の取壊しまたは廃棄 （以下「取壊し等」という。） 

  イ 補助目的たる事業の遂行に支障を来さない範囲で、一時的に（当該年度

を超えない範囲で）行う転用または貸付け。ただし、貸付けの場合には次

の条件を付した上で行うものに限る。 



   (ｱ) 使用予定者との間で当該一時使用に係る管理協定を締結すること。 

   (ｲ) 原則無償貸付けとする。ただし、実費相当額の負担を求める場合は

この限りではない。 

ウ 道路の拡張整備その他の補助事業者の責めに帰さない事情等によるや

むを得ない取壊し等（相当の補償を得ているものの、代替施設を整備しな

い場合を除く。） 

エ 老朽化により代替施設を整備する場合の取壊し等。 

オ 社会経済情勢の変化等により処分制限財産を維持する意義が乏しくな

った、または補助事業者の資金繰りの悪化等により処分制限財産を維持

管理することが困難になったと認められる場合の取壊し等。 

カ 経過年数が１７年以上である施設等に係る財産処分であって、次に掲

げる場合に該当するもの 

(ｱ) 国または地方公共団体の補助事業または委託事業（これらの事業と

関連する事業を含む。）その他公共性の高い事業として知事が適当であ

ると個別に認めるものに使用するための財産処分（有償譲渡及び有償

貸付を除く。）。 

(ｲ)  国または地方公共団体に対して行う無償譲渡または無償貸付。 

キ 経過年数が１７年未満である施設等に係る財産処分であって、オ(ｱ)ま

たは(ｲ)に規定する場合に該当するもののうち、市町村合併、地域再生等

の施策に伴うものであって、知事が適当であると個別に認めるもの。 

（２）本取扱いに定める承認その他財産処分に係る手続を要しない場合 

   財産処分に係る承認手続きの特例が規定されている法律※により、補助金

適正化法第２２条の承認を受けたものとみなされた財産処分については、

本取扱いに定める承認その他財産処分に係る手続きを要しない。 

  ※財産処分に係る承認手続の特例が規定されている法律例 

    地域再生法（平成１号年法律第２４号） 

    地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法

律（平成１９年法律第４７号） 

    総合特別区域法（平成２３年法律第８１号） 

    東日本大震災復興特別区域法（平成２３年法律第１２２号） など 

 

附則 

１ この取扱いは、令和８年４月１日から施行する。 

２ 施行日前に財産処分の承認を受けているものについても、この取扱いに基

づいて対応することができるものとする。 


